
京都市告示第   号 
 生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）による医療支援給付（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成１９年法律第１２７号。以下「改正法」という。）附則第４条第１項に規定

する支援給付を含む。）のための医療及び施術を担当する機関から，生活保護法第５０条の

２（中国残留邦人等支援法第１４条第４項（改正法附則第４条第２項において準用する場

合を含む。）においてその例による場合を含む。）の規定による事業の廃止等の届出があり

ました。 
  平成２５年９月１７日 

京都市長 門川大作   
医療機関廃止 

名   称 所   在   地  廃止年月日 

もろおかこどもクリニ

ック 
北区西賀茂榿ノ木町３１番地２ 平成 25 年 6 月

30日 

舞鶴医院 南区東九条河西町２７ 平成 25 年 7 月
20日 

カキノキ薬局 左京区吉田下阿達町３６ 平成 25 年 7 月
31日 

カキノキ薬局東一条店 左京区吉田中阿達町３８番１ 平成 25 年 7 月
31日 

 

医療機関休止 

名   称 所   在   地  休止年月日 

名和医院 
東山区大和大路通四条下る４丁目小松町

１５９ 

平成25年7月

25日 

鎌田医院 
西京区大原野西竹の里町１丁目１３の１

０ 

平成25年7月

16日 

たかたに歯科医院 
下京区五条通大宮西入下五条町４３５－

５ 

平成25年7月

14日 

２９８



 
医療機関名称変更 

変更前名称 変更後名称 変更年月日 

ライフォート 北山薬局 ココカラファイン薬局 北山店 平成25年8月
1日 

すみれ薬局第一日赤病院前店 アイン薬局第一日赤病院前店 平成25年8月
1日 

 
医療機関所在地変更 

名称 変更前所在地 変更後所在地 変更年月日 

京都府歯科医師会伏

見会館歯科診療所 
中京区西ノ京栂尾町

３－８ 
中京区西ノ京東栂尾町１

番地 
平成25年8月
1日 

 
施術者廃止 

施術者の氏名 施術所の名称 所   在   地 廃止年月日 

奥野 新 株式会社ピュアロー

ジュ 
南区吉祥院中河原里西町２６番

地 シャルル葛野大路１階 
平成 25年 7月
31日 

齊藤 史暁 高田鍼灸指圧治療院 西京区上桂北村町２５９番地 平成 25年 8月
1日 

中嶋 俊博 ライフサポートタカ

ダ鍼灸指圧治療院 
西京区上桂北村町２５９番地 平成 25年 8月

1日 

中村 真希 ライフサポートタカ

ダ鍼灸指圧治療院 
西京区上桂北村町２５９番地 平成 25年 8月

1日 

      

施術所名称変更 

施術者の氏

名 

変更前名称 変更後名称 所在地 変更年月日 

高田 泰男 高田鍼灸指圧治療
院 

高田マッサージ指圧

治療院 
右京区嵯峨罧原町

２０－２４ 
平成25年8

月1日 

 （保健福祉局生活福祉部地域福祉課）  


